
・ 緑化率に算定できるものは「壁面緑化」、「樹木」、「芝等」、「花壇等」、「水流
等」、「園路等」と「屋上緑化」の７種類あります。詳細につきましては次ページ以降
をご参照ください。

⑨緑化地域制度について
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・緑化地域制度は緑が不足している市街地などにおいて、敷地面積が一定規模以上の建

築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度で

す。（都市緑地法第34条に基づく制度）

・緑化地域制度の詳細につきましては下記の横浜市のＨＰをご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/jyorei/ryokuka-pubco/

（１）緑化地域制度とは

（２）緑化率の算定について

当地区の目指す
緑化の方針･目標

地区計画
緑化

地域制度
タウンルール

センター街区
（A-1地区、A-2地区)

緑化率15.0％ ○

沿道サービス地区
（B地区）

緑化率10.0％ ○

複合利用地区（中規模）
（C-1-1地区、C-1-2地区）

緑化率15.0％
（敷地面積2000㎡以上）

緑化率10.0％
（敷地面積2000㎡未満）

○

複合利用地区（小規模）※
（C-2地区）

緑化率10.0％
（敷地面積500㎡以上）

― ○

緑化率7.0％
（敷地面積500㎡未満）

― ○

住宅地区 ※
（C-3地区、D-1地区、D-2地

区）

緑化率10.0％
（敷地面積500㎡以上）

― ○

緑化率7.0％
（敷地面積500㎡未満）

―
○
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